
 

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

 

平成29年５月15日 

 

株式会社商工組合中央金庫 

取 締 役 会 御 中 

 

  

 指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員 

 公認会計士   大 木 一 昭 ㊞ 

    

 指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員 

 公認会計士   白 畑 尚 志 ㊞ 

 
 

 
 

 指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員 

 公認会計士   大 辻 竜太郎 ㊞ 

 

 

 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫の平成28年４月１日から

平成29年３月31日までの第88期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書

及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。 

計算書類等に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属

明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びそ

の附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

監査人の責任  

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対

する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

 監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ

れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示

のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも

のではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算

書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した

会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属

明細書の表示を検討することが含まれる。 

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

監査意見 

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。 

強調事項 

追加情報に記載されているとおり、会社は、「危機対応業務の要件確認における不正行為」に関する第三者委員

会による調査の結果を受けて、自ら特定した損失見込額について、当事業年度の計算書類等に計上していない。今

後、調査未了の口座について外部の専門家も活用しながら継続調査を実施し、その結果追加的に判明した影響を加

味した上で、当該損失見込額を適切に計算書類等に計上するとしている。 

 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

 

平成29年５月15日 

 

株式会社商工組合中央金庫 

取 締 役 会 御 中 

 

  

 指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員 

 公認会計士   大 木 一 昭 ㊞ 

    

 指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員 

 公認会計士   白 畑 尚 志 ㊞ 

 
   

 指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員 

 公認会計士   大 辻 竜太郎 ㊞ 

 

 

 

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫の平成28年４月１日から平成29

年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変

動計算書及び連結注記表について監査を行った。 

連結計算書類に対する経営者の責任  

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

監査人の責任  

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明

することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、

監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

 監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続

は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択

及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、

リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に

関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。 

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

監査意見  

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

株式会社商工組合中央金庫及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。  

強調事項 

追加情報に記載されているとおり、会社は、「危機対応業務の要件確認における不正行為」に関する第三者委員会

による調査の結果を受けて、自ら特定した損失見込額について、当連結会計年度の連結計算書類には計上していな

い。今後、調査未了の口座について外部の専門家も活用しながら継続調査を実施し、その結果追加的に判明した影

響を加味した上で、当該損失見込額を適切に連結計算書類に計上するとしている。 

 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 

利害関係  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 
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監 査 報 告 書 

 

当監査役会は、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの第８８期

事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ

き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。  

 

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容  

 

（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施

状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。  

 

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査規程に準拠し、監査の方針、   

職務の分担等に従い、取締役、監査部その他の使用人等と意思疎通を図り、

情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実

施しました。  

① 取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務

の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書

類等を閲覧し、本部及び主要な営業所において業務及び財産の状況を調査

いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と

意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社及び本部関係部署か

ら事業の報告を受けました。  

②  取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための 

体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保

するために必要なものとして会社法施行規則第１００条第１項及び第３項

に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき 

整備されている体制（業務の適正を確保する体制）の状況を監視及び検証

いたしました。  

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを

監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職

務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第 

１３１条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成１７年

１０月２８日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、

必要に応じて説明を求めました。  

 

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、  

計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）

及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、

連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。 
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２．監査の結果  

 

（１）事業報告等の監査結果  

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正し

く示しているものと認めます。  

② 取締役の職務の執行について、事業報告に記載の通り、危機対応業務の要

件確認における不正行為により、主務省から行政処分を受けました。監査

役会としては、今後、同処分の対応状況を注視すると共に、再発防止の取

り組みについて監視及び検証してまいります。                        

上記不正行為を除き、取締役の職務の執行について、特に指摘すべき事項

は認められませんでした。  

③ 業務の適正を確保する体制について、事業報告に記載の通り、管理態勢が

不十分であったこと等から、危機対応業務の要件確認における不正行為に

より、主務省から行政処分を受けました。監査役会としては、これまで本

件に関し、随時報告を受け、状況を注視すると共に当金庫をあげて再発防

止に努めていることを確認しています。今後、同処分を受け、問題の所在

や根本原因の特定等の対応状況を注視すると共に、法令等遵守態勢、経営

管理態勢及び内部管理態勢の整備・強化の取り組みについて監視及び検証

してまいります。  

 

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果  

会計監査人ＰｗＣあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で 

あると認めます。 

 

（３）連結計算書類の監査結果  

会計監査人ＰｗＣあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で 

あると認めます。 
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平成２９年５月１７日 

 

株式会社商工組合中央金庫 監査役会  

 

常勤監査役  清水  謙之  ㊞ 

常勤監査役（社外監査役） 亀 水  晋  ㊞ 

監査役 加藤  隆一   ㊞ 

監査役（社外監査役） 本橋  美智子 ㊞ 
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